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書

評

一
七
世
紀
に
お
け
る
権
力
と
国
民
統
合

清

瀧

仁

志

本
書

は
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ

・
ハ
リ

ン
ト

ン

の
政
治

思
想

を
、

と
く

に
同

時
代

の
代

表
的

政
治

思
想

家

で
あ

る
ト

マ
ス

・
ホ

ッ
ブ
ズ

の

絶

対

的
主

権
論

へ
の
引
証

を
通

じ

て
、

一
七
世

紀

に
お

け

る
新

し

い
国

家

理

論

と
し

て
そ

の
意
義

を
解

明

す
る
試

み

で
あ

る
。

著
者

の
福

田
氏

に
よ

れ
ば
、

内
乱

期

の
秩
序

混
乱

に
お

い
て
、
従

来

の
国

王
大
権

と
臣
民

の
自

由
を

対
峙

さ

せ
る
議

論

に
代

わ

っ
て
、
古

典

古

代

に
依

拠

し

た
混

合

政
体

の
議
論

と
非
分

割

の
主

権

こ

つ
い
て

の
議
論

が
登
場

し

た
、

と
さ

れ
る
。

前
者

の

主
張

は

ハ
リ

ン
ト

ン

の

『
オ

シ
ア

ナ
共
和

国
』

二

六
五

一
年

)
、
後

者

は

ホ

ッ
ブ

ズ

の
『
リ

ヴ

ァ
イ
ア

サ

ン
』

(
一
六

五
六
年

)
に
代
表

さ
れ

る
。

両
者

は
、
従

来

の
イ

ン
グ

ラ

ン
ド
政

体

が
堕
落

し

、

ア
ナ

ー
キ
イ

に
陥

る

と

の
認

識

で

一
致

し
、

平
和

回
復

の
た
め

に
新

し

い
政
体
像

を
提

示

す

る
。

ホ

ッ
ブ

ズ

が
示

し
た
分

割

不
可
能

な

主
権
論

は

、
そ

の

一
つ
で

あ
り

、

ハ
リ

ン
ト

ン

の
オ

シ
ア
ナ

共
和
国

は

そ
れ

に
対

す

る
批

判
的

展

開

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

な
問

題
設

定

の
性
格

上
、

本
書

に
お

い
て

ハ

リ

ン
ト

ン

の
議

論

は
、

大
権

と
自

由

を

対

峙

さ

せ

る
従

来

の
議

論

と

ホ

ッ
ブ
ズ

の
議

論

と

の
連

関

の
下

に
論

じ
ら

れ

て

い
る
。

本

書

は
全

八
章

と
四

つ
の
補

遺

か
ら
構
成

さ

れ

て

い
る
が
、

本
稿

で

の
議

論

は
本

論
部

分

を
対
象

と
し

て
進

め
て

い
き
た

い
。ま

ず
、
第

一
章

に
お

い
て
福

田
氏

は

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

に

お
け
る
混

合

政
体

に
関

す

る
議

論

を

二
種

類

に
分

け

て

分
析

す

る
。

そ
れ

は
〈
近
代

の
叡
智

〉
に
依

拠

し
た

フ
ォ
ー

テ

ス
キ

ュ
ー

の
議

論

と

〈
古
代

の
叡
智

〉
に
依
拠

し
た

ポ

リ
ビ

オ

ス
の
議
論

で
あ

る
。

一
六

四
〇
年

の
短
期
議

会

召
集

時

に

お
け
る

ま

で

の
混
合

政
体

に
関

す

る
議
論

で
は
、
前

者

の
理

論

が
支
配

的

で
あ

っ
た
。

こ
の
理
論

は
国

王

大

権

と
臣

民

の
自

由

と

の
問

に
お

い
て
健

全

な
均
衡

を

め
ざ

す
も

の

で

あ
り

、

「暴

政

」
を

懸
念

す

る
。
そ

れ

に
対
し
、

後
者

の

Fukuda 
A

rihiro, 
Sovereignty 

and 
the 

Sw
ord 

; 

H
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H
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M
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G
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ent 
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C
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W
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U
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議
論
は
古
典
古
代
に
起
源
を
持
ち
、
国
内
安
定
の
た
め
混
合
政
体
に
お

け
る
各
構
成
要
素
の
均
衡
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は

一
六

四
〇
年
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
い
で
第
二
章
で
は
、
内
乱
初
期
に
登
場
し
た
ポ
リ
ビ
オ
ス
的
混
合

政
体
論
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
『平
和
の
た
め

の
両
院
の
一
九
箇
条
の
提
言
に
対
す
る
陛
下
の
回
答
(
H
i
s
 
M
a
j
e
s
t
y
'
s

A
n
s
w
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
N
i
n
e
t
e
e
n
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
b
o
t
h
 
H
o
u
s
e
s
 
o
f

P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
P
e
a
c
e
)

』

(以

下

で
は

『
回
答

』

と
省
略

)

(
一
六
四

二
年
)

が
取

り

上
げ

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
文

書

は
、

ポ

ー

コ

ッ
ク

の

『
マ
キ

ア
ヴ

ェ
リ

ア

ン

・
モ
メ

ン
ト
』

に

お

い
て

「
イ

ン
グ

ラ

ン

ド

の
政

治

思
想

に

お

い

て
画

期

的

文
書

で
あ

り
、

マ
キ

ア

(
1
)

ヴ

ェ
リ
的

分
析

に
門

戸

を
開

い
た

一
連

の
鍵

の

一
つ
」

と
し

て
注

目
さ

れ

た
も

の

で
あ
る

が
、
福

田
氏

は
彼

と

異
な

っ
た

視
点

を

と
り
、
従

来

の
王
権

と
臣

民

の
自

由

の
均
衡

と

い
う

フ

ォ
ー

テ

ス
キ

ュ
ー
的

混
合

政

体
論

か
ら
、
議

会

王
政

の
中

で

の
機

能
分

化

と

い
う
ポ

リ
ビ

オ

ス
的

視

点

へ
の
変

化

と

い
う

面

か
ら
注

目

す

る
。

こ
の

『
回
答
』

が

主
張

す
る

の
は
、
国

王

の
権
威

が
議

会
王

政

に

お
け
る
均

衡

の
中
心

で
あ
り
、

国

王

の
官
職

任
命

権

の
喪
失

が
政

体

に

お
け
る
均

衡

を
崩
壊

さ

せ
、

ひ

い

て
は
無
秩

序

を
も

た
ら

す
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

『回

答
』
に

お
け
る

議

論

の
前

提

に
は
、
議

会

王
政

を
維
持

す

る

に
は
、
国

王

・
貴
族

院

・

庶

民
院

の
均

衡

の
保
持

が
不

可
欠

と

い
う
視

点
が

あ

る
。
福

田
氏

は

こ

の
見
解

こ

そ
ポ

リ

ビ

オ

ス
的

混

合

政

体

論

の
表

明

で
あ

る

と

指
摘

す

る
。さ

ら

に
続

け

て
、
福

田
氏

は

「
混
合

政
体

に
関

す

る
イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の
新

し

い
議

論

」

と

し

て

フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ハ
ン
ト

ン
と

ヘ
ン

リ
ー

・

フ

ェ
ー

ン
の
議
論

を

紹
介

す

る
。
彼

ら

は
内
乱

の
終

焉
が

国
王

と
議
会

の
機
能

の
調

和

に

か
か

っ
て

い
る

と
し

て
議

会

王
政

の
復
活

を
主

張

す

る
。
彼

ら

は
国
民

の
武

力
抵

抗

に

つ

い
て
立

場

の
相
違

は
あ

る
も

の
の
、

混
合

政
体

に
お
け

る
各

部

分

の
均
衡

が
喪
失

さ
れ
れ
ば

ア
ナ

ー
キ
イ

に

結

び

つ
く

と

の
認
識

で

一
致

す

る
。

こ

こ
で
注

目
す

べ
き

こ
と

は
、

彼

ら

の
議

論

が

「
良
心
(
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
)

」
を
前

提

と
し

て

い
る
点

で
あ

る
。

フ

ェ
ー

ン
、

ハ
ン
ト

ン
は
と
も

に
、

「
良
心

」
を

混
合

政
体

に
お
け

る
各

機

能

の
均
衡

を
維

持

さ
せ

る
根
拠

と

し

て
想

定

す

る
。

第

三
章

と
第

四
章

で
は
、

ホ

ッ
ブ
ズ

の
議

論

が
分
析

対
象

と

さ
れ

て

い
る
。

第

三
章

「
ト

マ
ス

・
ホ

ッ
ブ
ズ

の
主
権

理
論

一
六

四
〇
1

一

六
四

七
年
」
で
は
、

一
六
四
〇

年
代

に
お
け

る

『
法

の
原

理
(
E
l
e
m
e
n
t
s

o
f
 
L
a
w
)

で

の
ホ

ッ
ブ

ズ

の
主
権

に
関

す
る
議
論

を

検
討

し

て

い
る
。

彼

の
主
権

理
論

を

つ
ら

ぬ
く
基
本

的
視

点

は
、
個

人

の
判

断
行

使

(
p
r
i
-



v
a
t
e
 
j
u
d
g
e
m
e
n
t
)

と
平
和
が
両
立
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
ト
ン

や
フ

ェ
ー
ン
の
議
論
が
個
人
の
良
心
に
依
拠
す
る
の
に
対
し
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
こ
れ
を
個
人
の
主
観
的
な
判
断
行
使
と
し
て
政
治
的
議
論
か
ら
徹

底
的
に
排
除
す
る
。
そ
こ
に
道
徳
的
判
断
に
関
す
る
共
通
基
準
は
存
在

し
な
い
。
共
通
の
基
準
が
な
い
以
上
、
人
々
の
間
に
合
意
は
存
在
せ
ず
、

各
人
は
自
然
権
11

「自
己
保
存
に
必
要
な
も
の
と
生
命
の
危
機
を
招
く

も
の
に
対
す
る
判
断
の
権
利
」
(
p
.
4
3
)

を
持
ち
、
自
己
の
判
断
に
従
っ

て
暴
力
を
行
使
す
る
。
こ
れ
が
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
と
い
わ
れ

る
状
態
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
社
会
の
平
和
を
も
た
ら
す
の
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
個
人
的
判
断
の
放
棄
で
あ
り
、
各
人
が

一
人
の
者

(主
権
者
)
の
判
断
に
従
属
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
主
権
者
に
よ

る
判
断
の
独
占
こ
そ
、
平
和
と
秩
序
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
政
治
的
服
従
の
根
拠
と
し
て
「良
心
」
に
代
わ
り
、
「恐

怖
(
f
e
a
r
)

」
の
決
定
的
役
割
を
説
く
。
主
権
者
は
そ
の
「共
通
の
権
力
」

(
C
o
m
m
o
n
 
P
o
w
e
r
)

に
よ
る
処
罰
の

「恐
怖
」
に
よ

っ
て
国
民
の
服

従
を
確
保
す
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
の
は
、
主
権
者
設
立
時
に
お
け
る
契

約
と

「共
通
の
権
力
」
の
前
後
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
福
田
氏
に
よ
れ

ば

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
初
期
著
作
か
ら
存
在

す
る
こ
の
課
題
に
一
つ
の
答
え
を
出
す
の
で
あ
る
。

第

四
章

「
リ

ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
と

イ

ン
グ

ラ

ン
ド
共

和

国
」
は
、
『リ

ヴ

ァ

イ

ア
サ

ン
』

に

お
け
る

「
征

服

に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル

ス
」

の
概
念

に

つ

い
て
の
検
討

に
あ

て
ら
れ

て

い
る
。
福

田
氏

に
よ

れ
ば
、

ホ

ッ
ブ

ズ

は
臣

民

の
主
権

者

に
対

す

る
服
従

を
導

く
手
段

と
し

て
、
契
約

そ
れ
自

身

が
持

つ
拘
束

力
(
w
o
r
d
s
)
と
、
罰

則

に

よ
る
恐
怖

に
よ

っ
て
も

た
ら

さ

れ
る
共

通
権

力
(
s
w
o
r
d
)の
二

つ
を

想
定

す

る
。
初

期
著

作
ー

『法

の
原

理
』

と

『
市
民

に

つ
い
て
(
D
e
 
C
i
v
e
)

』
1

で

は
、
契
約

は
主
権

の
確

立

を
可
能

に
す
る

も

の
と
し

て
考

え

ら
れ

て

い
る
。
だ

が
、
契

約

と
権

力

の
前
後

関
係

に

つ
い
て
明

言
さ

れ

て

い
な

い
。
他

方

、
『
リ
ヴ

ァ

イ

ア
サ

ン
』
に
お

い
て

ホ

ッ
ブ

ズ

は
契
約

そ

れ
自
身

に
拘

束
力

は

な
く
、

共
通

権
力

の
支

持

に
よ

っ
て
、

は
じ

め
て
契
約

が

履
行

可
能

な

こ
と
を

強
調

す

る
。
「
こ
と
ば

の
力

は
人

々

に
契
約

の
実

行

を
う

な
が

す

に
は
あ

ま

り

に
も
弱

く
」
、

「
剣
(
s
w
o
r
d
)な

き
契
約

は

こ

と
ば
(
w
o
r
d
s
)に

す
ぎ

ず
、

人

々

に
安

全

を
も

た
ら

す

こ
と

は
で

き
な

い
」

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て

『
リ
ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』

で

は

「
設

立

に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

エ
ル

ス
」

の
概

念

は
ほ

と
ん

ど
説
得

力

を
失

い
、
議

論

の
重

要
性

を
失

う
。

ホ

ッ
ブ

ズ

は
、

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の
同
時

代

的

状

況

に
鑑

み

て
、

『リ

ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』
で
議
論

の
中

心

を

「
征

服

に
よ

る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」

に
お

い
た
。

そ
れ

に
よ

っ
て
、
旧
政

府

に
対

す

る
服
従

契
約

は
権

力

の



裏

づ
け

が
な

い
ゆ
え

に
拘

束

力
を

持

た
ず
、

内
乱

の
勝

利
者

で
あ
る

ラ

ン
プ

議
会

が
征

服
者

と

し

て
の
権
力

を

持

ち
、
新

た

な
服
従

契
約

の
当

事
者

た

り
う

る

こ
と
を
論

証

す

る
。

し

か
し
、
福

田
氏

は

「
征

服

に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス
」

の
現

実
化

に
と
も

な
う

問
題

点
を
指

摘

す

る
。

そ
れ

は

「良

心
」

の
介

入

の
契
機

を

も
た

ら

し
た

こ
と

で
あ

る
。
現
実

の
内
乱

に
お

い
て
国

民
は
軍

事
的

勝
利

者

に
対

し
、

さ
ら

な
る

抵
抗

の
継

続

か
屈
服

か
の
選
択

の
余

地

が

存
在

す

る
。

あ
る
者

に
と

っ
て
新
政

府

が
契

約

の
当
事

者

た
り
う

る
征

服
者

で
あ

っ
て
も

、
他

の
者

に

と

っ
て
は
纂

奪
者

で
あ

り
抵

抗

の
対
象

で
あ

っ
た
。

「
征
服

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
」
は
、
現

実

に
は

ホ

ッ
ブ

ズ

が
徹
底

的

に
排
除

し

た
は
ず

の
私
的

判
断

を

入
れ

な
け

れ
ば
成

立

不

可
能

と

な

る
。

し

か
も
、

ホ

ッ
ブ
ズ

が

征
服

者

と
し

た
ラ

ン
プ
議

会

は

主
権

者

と
な

り
う

る
十
分

な
権

力

を
持

っ
て

い
な
か

っ
た
。

ラ

ン
プ
議

会
政

権

は

『
リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』

の

二
年

後

崩
壊

し

た
。

第

五
章

以
降

は
、

本
書

の
中

心

と
な

る

ハ
リ

ン
ト

ン

の
議

論

に

つ

い

て
検

討

さ
れ

て

い
る
。
福

田

氏
は

、

ハ
リ

ン
ト

ン
と

ホ

ッ
ブ

ズ

の
接
点

が

「
征
服

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
」

に
関

す

る
議
論

に
あ

る

こ
と

を

強
調

す

る
。
第

五
章

「
ジ

ェ
イ

ム
ズ

・
ハ
リ

ン
ト

ン
の
挑
戦

一
六

五

三
ー

一
六
五

六
」

は
、

ラ

ン
プ

議
会

が
征

服

者

で
な

い
こ

と
を
論

証

す

る
た

め
、

ハ
リ

ン
ト

ン
が
主
権

者

の
権

力
基
盤

に
関

し

て
行

っ
た
検

討

作
業

に

つ
い
て

の
分
析

で
あ

る
。
彼

は

こ

の
検

証

の
中

で
、

現
在

の
イ

ン
グ

ラ

ン
ド

に

お

い
て
ホ

ッ
ブ

ズ
的

な
征

服
者

が
存

在

し
な

い
こ
と
を

明

ら

か
に
す

る
。

ホ

ッ
ブ

ズ

の
議
論

に
従

う

な
ら
ば

、

国
家

は
軍
事

力

に
よ

っ
て
国
民

に

「
恐
怖
(
f
e
a
r
)
」
を
与

え

る

こ
と

で
彼
ら

か
ら

服
従

を
獲
得

す

る

こ

と

が
可
能

で
あ

る
。

ハ
リ

ン
ト

ン
は

ホ

ッ
ブ
ズ

の
議

論

の
上

に
立

ち
な

が

ら
、

そ

の
軍

隊

を
動
員

す

る
根
拠

と

し

て

「
必
要
(
n
e
c
e
s
s
a
r
y
)

」

と

い
う
概

念

を
想
定

す

る
。

そ

の

「
必

要
」

を
満

た
す

の
が

、
食
糧

供

給

を
果

た
す

「
土
地
(
l
a
n
d
)
」
で
あ

る
。

ハ
リ

ン
ト

ン
は
国

民

の
服
従

を

導
く
手

段

の
基

本

と
し

て
、
土
地

所
有

の
状

況

に
関

心
を
持

つ
。

つ

ま

り
、
土

地
所

有

こ

そ
が
人

的
支
配

の
根
拠

に
他

な
ら

な

い
。

ハ
リ

ン
ト

ン
に
と

っ
て
、

土
地
所

有

と
政
治

支
配

が

一
致

す

る
状

況

が
各

政
体

に
と

っ
て
正
常

な
状

況

で
あ

り
、
両

者
が

一
致

し
な

い
場
合

、

政
治

支
配

者

が
国

民
を
服

従

さ

せ
る

こ
と
が

困
難

と
な

り
、

そ

の
政
体

は
政

治
的

混
乱

を

発
生

さ
せ

る
堕
落

形
態

で
あ

る
。

こ

の
基

準
を

引
照

す

る
な

ら
ば
、

ラ

ン
プ

政
権

は
政
権

を
持

つ
少

数
者

に
土
地

支
配

が

と

も

な
わ

な

い
ゆ
え

に

「貴

族

政
」

の
堕
落

形
態

と
し

て

の

「寡

頭

政
」

で
あ

り
、

不
安

定

な
政
体

で
あ

る
。



ハ
リ

ン
ト

ン

に
よ
れ
ば

、

か

つ
て

の
イ

ン
グ

ラ

ン
ド

に
お

い
て
封
建

的
土
地

所

有

に
も

と
つ
く

混
合

君
主

政

(「
ゴ

シ

ッ
ク
的

均
衡

」
)

が
存

在

し

て

い
た

も

の
の
、
テ

ュ
ー
ダ

ー
朝
時

代

に
貴
族

が
土

地

を
喪
失

し

、

国
民

の
多

数
部

分

で
あ

る
平

民

に
土
地

が
集
積

す

る

と

い
う

変
化

が
起

こ

っ
た
。

イ

ン
グ

ラ

ン
ド
は
各

人

の
軍
事

力

が
「
平

等
」
な
状

態

に
陥

っ

た
。

君
主

政

の
没
落

は

「
ゴ

シ

ッ
ク
的

均
衡

」

の
崩

壊

の
結

果

で
あ

っ

た
。

以
後

、
現

在

に
至

る
ま

で
、

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

は
政

治
支

配

と
土
地

所
有

と

の
不
均

衡

と

い
う

状

況

に
あ
り

、
政

治
支

配
者

は
国

民

を

「
恐

怖

」

に
よ

っ
て
も

「
必
要

」

に
よ

っ
て
も
服

従

さ
せ

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

軍
事

的
勝

利
者

の
ラ

ン
プ
議
会

は
ホ

ッ
ブ
ズ

の

い
う
征

服
者

た

り

え
な

か

っ
た
。

こ
の
権
力

の
平

等
状

態

に
あ

っ
て
、
政

治
的

安
定

を
図

る
手

段
を

ハ
リ

ン
ト

ン
は

〈
古

代

の
叡
智

〉
に
求

め
、

「
人
間

の
政

治
社

会
(
a
 
c
i
v
i
l
 
s
o
c
i
e
t
y
)

」

を
形
成

す

る
新

た
な

「
政

治
制
度

」

に

つ

い

て
考
察

す

る

こ
と

に
な

る
。
福

田
氏

に
よ

れ
ば

、

以
上

が

ハ
リ

ン
ト

ン

に
お
け

る
混
合

政
体

論

の
意

図

で
あ

る
。

第

六
章

「
ハ
リ

ン
ト

ン
に
お

け
る
均

衡
的

主
権

の
理
論

一
六
五

六

ー

一
六
六

〇

(1
)
」
は
、

第

五
章

で

の
問
題

提
起

を
受

け
、

平
等

状
態

に
お

い
て
国
家

が
、

権
力

的
手

段

に
代

え

て

「
権
威
(
A
u
t
h
o
r
i
t
y
)

」

に
よ
る
混

合
政

体

を
構
築

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

平
和

と
安

全

を
実

現

可
能

と

す
る

ハ
リ

ン
ト

ン
の
議

論

が
取

り
上
げ

ら

れ

て

い
る
。

ハ
リ

ン

ト

ン
は

国

民

の
服

従

を

獲

得

す

る

手

段

と

し

て
、

「
利

益

(
I
n
t
e
r
e
s
t
)

」
と

い
う
新

た

な
概
念

を
提

示

す

る
。
平
等

状
態

で
は
軍

事

力

の
行

使

は
国

民

の
意

志

に
委

ね
ら

れ

る

の
で
、
国
家

は
、
国

民
が

剣

を
抜

く

こ
と

に

「
利
益

」

を
持

た
な

い
体
制

を
構

築

す
る

こ
と

で
彼

ら

の
服
従

を
確

保

す
る

こ

と
が
可
能

で
あ

る
。

こ
こ

で
国
家

は

「
共
通

の
利

益
(
C
o
m
m
o
n
 
I
n
t
e
r
e
s
t
)

」
を
代

表

し
、
強

制

に
よ

ら
な

い

「
権

威

」

に
よ

っ
て
絶
対

的

な
主
権

を
確

保

す

る
。

こ
れ

を
確
保

す

る
た

め

に
、

ハ
リ

ン
ト

ン
は
完
全

な
政

体
、
「
平
等

な

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」
を

構
想

す

る
。
彼

に
と

っ
て
混
合

政
体

は
、
伝

統

的
議

論

に

み
ら

れ

る
市

民

の
徳

の
陶

冶

を

目
的

と
す

る

も

の

で

は
な

く

、

む
し

ろ

「
政

治
社
会

」

の
安

定

に
奉
仕

す

る
と

い
う
意

味

で
完

全

な

政
体

で
あ

っ
た
。
そ

こ

に
は

「
元
老

院
」

「
民
会

」
と

い
う

二

つ
の
立

法
府

が
存

在

す

る
。

こ
の
立

法
府

の
構

成

は

「
討

議
」

と

「
決
議

」

の

分
割

を

図

る
こ

と
で

「
共
通

の
利

益
」

を
確

保

す
る

た
め

に
あ

る
。

さ

ら

に

ハ
リ

ン
ト

ン
は
、

土
地

配
分

の
現

況

か
ら
政

治
的

安
定

に
と

っ
て

平
等

が

不
可
欠

で
あ

る
と
考

え

る
。
彼

が
恐

れ
た

の
は
、
不
平

等

に
よ

っ

て
党

派

が
生

ま

れ
、
私

益

の
衝

突

に
よ
る
不

安
定

が

も
た
ら

さ

れ
る

こ

と
で
あ

る
。

こ

れ
を
阻

止

す
る

た
め

に
国
民

に
よ
る
議

員

の
選
出

・
任



期

制
限

・
輪

番
制

と

い
う
政

治
参

加

の
平
等

を

混
合
政

体

に
よ

り
確

保

す
る

こ
と

が
必
要

と

な
る
。

第
七

章

「
ハ
リ

ン
ト

ン
に

お
け
る
均

衡
的

主
権

の
理
論

一
六
五

六

-

一
六

六
〇

(
11
)
」

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の

「
平
等

な

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
」

に
お

け
る

「
均
衡

・
絶

対
的

主
権

」

の
基

礎
を

マ
シ

ュ
ー

・
レ

ン

と

の
論

争
を

通
し

て
検

証

し

て
い
る
。
「
平
等

な

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル

ス
」
は
、

新

た
な

土
地

均
衡

の
上

に
立

つ
独

立

し
た
国

民

に
対

し

て
主
権

を
維
持

す

る
体

制

で
あ

る
。

そ
れ

は

「
共

通

の
利
益

」

を
確
保

す

る

こ
と

で
国

民

の
上

に

「権

威

」
を
持

ち
、
各

人

の
個
人

的
判

断
を

許
容

し

つ

つ
、

「絶

対
的

な

」
主
権

を
確

立

す

る
。
そ

の
手

段

と
し

て

こ
の
政
体

は
、

「
理
性

と
経
験

」

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

た

「
古
代

の
叡
智

」

に
も

と
つ

い
た

「均

衡
」

し

た
混
合

政
体

を
採

用

す

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し
て
福

田
氏

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
が
平
和

と
秩

序

と

い
う

ホ

ッ
ブ

ズ

の
課
題

に
と

り
く

む

た
め

に
、
政

治
的

参
加

と

い
う

マ
キ
ア
ヴ

ェ
ッ
リ
原

理
を

「
古

代

の
叡
智

」

に
由
来

す

る
混
合

政
体

に
導

入

し
た
、

と
結

論

づ
け

る
。

第

八
章

「
時

代

の
終
焉

一
六

六
〇
!

一
六

八
三
」

で

は
、

ハ
リ

ン

ト

ン

の
議
論

と
王
政
復

古

後

の

「
新

ハ
リ

ン
ト

ン
主

義
者

」

と

の
議

論

の
異

同

に

つ
い
て
検

討
が

加

え
ら

れ
て

い
る
。
両
者

の
最
大

の
相
違

は
、

「
均

衡

さ
れ
た

絶
対

的
主

権
」

に
よ

っ
て
平
和

と
秩

序

を
回
復

さ

せ

る

と

い
う

ハ
リ

ン
ト

ン
の
問
題

関

心
が
、

「
新

ハ
リ

ン
ト

ン
主
義

者

」
に
共

有

さ

れ
な

か

っ
た
点

に
あ

る
。

福

田
氏

に
よ

れ
ば
、

「
新

ハ
リ

ン
ト

ン
主

義
者

」
は
他

者

か
ら

の
独

立

を

土
地

保
有

に
連

関

さ
せ

る
と

い
う
点

で
は

ハ
リ

ン
ト

ン
を
踏
襲

し

て

い
る
が

、
均

衡
的

主
権

に
対

す

る

ハ
リ

ン
ト

ン
の
関

心
を
共

有

し

て

い

な

い
。

こ

れ
は

ハ
リ

ン
ト

ン
が
政

治
的

混
乱

の
原

因

と
し

て
批
判

し

た

〈
近
代

の
叡
智

〉

に
対

し
、

彼

ら
が
肯

定
的

見
方

を

し

て

い
た

ゆ
え

で

あ

る
。
彼

ら

は
新

し

い
政
体

を
構
築

す

る

こ
と
を

目
的

と

す
る

の

で
な

く
、

国

王

大
権

の
制

限

と

臣

民

の
自

由

擁

護

と

い
う

伝
統

的

観

点

に

立

っ
て

い
た
。

シ
ド

ニ
ー

の

『統

治

に
関
す

る
論

考
』

に
み
ら

れ
る

よ

う

に
、
臣

民

の
自

由
を
保

護

す

る
た

め
に
武

力
抵

抗

ま

で
容

認

す
る
彼

ら

の
視
点

に
は
、

も

は
や
平
和

と
秩

序

を
実

現
す

る
混

合
政

体

と

い
う

ハ
リ

ン
ト

ン
の
志
向

は
み
ら

れ
な

い
。

国
民
統

合

を

め
ぐ

る
深
刻

な
危

機
を

乗

り
越

え
た

一
八
世

紀

に

お

い
て
、

ハ
リ

ン
ト

ン

の
均

衡

さ
れ

た

主
権

に
関

す

る
議
論

を
共

有

す

る
意

義

は
も

は
や
失

わ

れ
た

と
言

え

る

の
で
あ

る
。

福

田
氏

に
よ
る
以

上

の
考
察

、

と
り

わ
け

ハ
リ

ン
ト

ン
に
対

す

る
解

釈

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン

の
理

論
的

関
心

そ

し

て
実

践
的

意
図

を
政

治
過

程



と

の
関
連

に
お

い
て
把

握

し
、
従

来

の
法
理

論

と
共
和

主
義

的

理
論

の

そ

れ
ぞ

れ

の
枠

を

突
破

し

た
点

で
き

わ
め

て
斬
新

で
あ

る
。

両

理
論

の

研
究

者

に

と

っ
て
、

ホ

ッ
ブ

ズ

と

ハ
リ

ン
ト

ン
は
そ

れ
ぞ

れ

一
七
世
紀

を
代

表

す

る
政
治

思
想

家

と
し

て
位
置

づ

け
ら

れ

て

い
た

が
、

両
者

の

接
点

に

つ
い
て

は

ハ
リ

ン
ト

ン
自

身

の
言
及

に
も

か
か
わ

ら
ず

看
過

さ

れ

て
き
た
。

福

田
氏

は

ハ
リ

ン
ト

ン
に

お
け
る
絶

対
的

主
権

論

を
検

証

す
る
作

業

の
中

で
、
両

者

の
関
係

を
解

明

す

る
こ

と

に
成

功
し

た

と

い

え
よ
う

。

以
下

、

ハ
リ

ン
ト

ン

に
対

す

る
従

来

の
ア
プ

ロ
ー

チ
と
福

田

氏

の
解

釈

と

の
対

照
的

な
点

を

示
す

こ

と

に
し

よ
う

。

ま
ず

、
第

一
に
従
来

、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
政
治

思
想

は
、

と
く

に
共

和

主

義

的

ア
プ

ロ
ー
チ

に

お

い

て
、

ポ

ー

コ

ッ
ク

の

「
シ

ヴ

イ

ッ
ク

・

ヒュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

」

に
み
ら

れ
る
よ

う

に
、
同

時
代

の
政

治
的

潮
流

に

引

証

さ
れ

て
理
解

さ
れ

る
傾

向

が
あ

っ
た
。

ポ

ー

コ
ッ
ク
は

『
マ
キ
ア

ヴ

ェ
リ

ア

ン

・
モ
メ

ン
ト
』

に
お

い
て
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
土
地

均
衡

理

論

が
政

治
参

加

を
通

じ
た
個

人
的

徳

の
表
出

と

い
う

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・

ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

」

の
系
譜

に
位

置

す

る
こ
と

に
注

目
し

、

こ

の
徳

を

重
視

す

る
傾

向

が

一
八
世
紀

の

「
新

ハ
リ

ン
ト

二
ア

ン
」

に
継

承

さ
れ

た

と
し

た
。

田
中

秀
夫

氏

が
指
摘

す

る
よ
う

に
、
ポ

ー

コ
ッ
ク

の
こ
う

し

た
理
論

枠

組

に

お

い
て
、

ハ
リ

ン
ト

ン
は

く
イ

ン
グ

ラ

ン
ド

に
お
け

る
最

大

の

キ

ー

・
パ

ー

ソ

ン
〉

で
あ

り

、

〈
ハ
リ

ン

ト

ン

・
パ

ラ

ダ

イ

ム

〉

(
況
)

と
解

さ

れ

る
こ
と

に
な

る
。

し

か
し
、

こ

の
よ
う

な
共

和
主
義

的

ア
プ

ロ
ー
チ

か
ら

ハ
リ

ン
ト

ン

を
位

置

づ
け

る
見
解

に
対

し

て

は
、
有
力

な
批

判
的

議
論

が

存
在

す

る
。

ス

コ
ッ
ト

は
、
「
個

人

の
自

己

完
成

へ
の
発
展

は

た
だ
政

治

共
同
体

の
政

策

決
定

の
意
識

的

で
自

立
的

な
市

民

と
し

て

の
活

動

で

の
み
可
能

で
あ

る
と
す

る
思
考

様

式
」

と

い
う
意

味

で

の

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ピ

ュ
ー

マ

二
ズ

ム
」
的

特
徴

を

『
オ

シ
ア

ナ
共
和

国
』

に
見
出

す

こ
と

は
で
き

な

い
と
指

摘

す
る
。

ス

コ
ッ
ト

に
よ
れ
ば

『
オ

シ
ア

ナ
共
和

国
』

の
国

民

は
国
家

に
沈

黙

し
て
隷

属

す
る

の

で
あ

っ
て
、

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル

ス
の
中

で

「
定

め

ら
れ

た
儀
式

を
淡

々
と
行

う
」

「
材
料

」

に
す
ぎ

ず
、

「
ホ

ッ

ブ

ズ

の

〈
リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
〉

以
上

に
古
典

的

な
市

民
精

神

に
よ

る
参

(3

)

加

の
基

礎

を
排
除

し

て

い
る
」

と
言

え

る
。

ス

コ
ッ
ト

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン

の
議

論

が
個
人

の
政

治
的

自
由

を
排

除

す

る
点

で
古

典

共
和

主
義

的

伝

統

と
明

ら

か
に
異
質

で
あ

る
点

を
強

調

し

て

い
る
。

ま
た

ウ

ッ
ト

ン

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
が
市

民

の
政

治
参
加

を

否
定

し

た

こ
と
は
、

マ
キ
ア

ヴ

ェ
ッ
リ

以
来

の

「
共

和
主

義
的

伝
統

の
継

続

ど

こ
ろ

か
死
を
表

し

て

(4
)

い
る
」

と
指

摘

す
る
。

こ
れ
ら

の
指
摘

は
、

本
書

で
福

田

氏
が
強

調

し

た

ハ
リ

ン
ト

ン
の
基



礎
的
関

心

と
密

接

に
関
連

し

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。
政

治
参

加

が
市

民

の
徳

性

を
陶

冶
す

る

と

い
う

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
」

の
見

方

に
お

い

て
、

政
体

は
政

治
参

加
を

制
度

的

に
保
障

す

る
存
在

で

あ

る
。
だ

が
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
場
合

、
彼

の
考

え

る
混
合

政
体

は
あ
く

ま

で
も
個

人

の

「
利

益
」

を

「
共
通

の
利

益

」

に
集

約

す

る
機
能

を
持

つ
制

度

で
あ

り
、
そ

の
第

一
義

的
目

的

は
、
個

人

の
徳

の
陶
冶

で
な
く
、

国
家

の
平

和

と
秩
序

を
達

成

す
る

こ
と

で
あ

っ
た

。

ス

コ
ッ
ト
が

指
摘

す

る

ハ
リ

ン
ト

ン
の
政
治

参
加

観

は
、

こ

の
目
的

の
相
違

に
起

因

す

る

と

い
え

る
。

第

二

に
指
摘

で
き
る

の

は
、

従
来

の

ハ
リ

ン

ト

ン
研
究

が

、
土
地

均

衡

の
理
論

に
関

心

を
集
中

さ

せ
、

「
自
由

保
有

者
」
の
政

治
的

独
立

性

に

関

す

る
議

論

を
過
大

評
価

す

る
傾
向

が

あ

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

に

対

し
、
福

田
氏

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
土
地

均

衡

に
関

す
る
議
論

の
目
的

が

ホ

ッ
ブ

ズ

の

「
征

服

に
よ

る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」

に
対
す

る
批
判

に

あ

る

こ
と

に
着

目

す
る

こ
と

で
、
彼

の
理
論

に
占

め

る

「
自

由
土
地

所

有
者

」

の
位
置

を
確

定

し
た
。

平
和

と
秩

序

を
求

め

る

ハ
リ

ン
ト

ン
に

と

っ
て
、

オ

シ
ア

ナ

の
制

度

は
統
制

が
容

易

で
な

い
彼

ら
を
服

従

さ
せ

る
手

段

で
あ

っ
た
。

「
土
地

均
衡

」
や

「
混
合

政
体

」
を

め
ぐ

る

ハ
リ

ン

ト

ン

の
議

論

は
、

つ
ね

に

「
絶

対
的

主
権

」

の
確
立

と

い
う

目
的

に
裏

付

け
ら

れ

て
展

開

し

て

い
る

の
で
あ

っ
た
。

福

田
氏

の

ハ
リ

ン
ト

ン
研

究

の
意
義

は
、

従
来

の
研
究

に
よ

っ
て
十
分

に
解

明

さ
れ

て

こ
な

か

っ

た
彼

の

「
絶
対

的
主

権

」
に
対

す

る
関

心
と

い
う

側
面

を
明

ら

か

に
し
、

「
土

地
均

衡
」

「
混

合
政

体
」

と

の
関
連

を
解

明

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ

の
理
論

構
造

の
全

体

を
明

ら

か

に
し
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ

て
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
政

治
思

想
を

ど

の
程
度

共
和

主
義

的

か
と

い
う
見

地

か
ら
特

徴

づ
け

よ
う

と
す

る
議

論

は
妥
当

性

を
著

し
く
減

じ
た

と
言

(5

)

わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

ポ

ー

コ
ッ
ク

の

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ピ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

」

は
、
通
念

化

し

た

法
的

ア
プ

ロ
ー
チ

に
代

わ

る
研

究

視

点

と

し

て

注

目

さ

れ

て

き

た
。

し

か
し
、

そ

れ
が

一
八
世

紀

の

ス

コ
ッ
ト

ラ

ン
ド

啓
蒙

に
お
け

る

知
的

潮
流

と
し

て

ま

で
適

用

さ
れ

て

い
る
現

況
を
考

え

る
な

ら
ば

、
実

質
的

に
は
か
な

り

の
程
度

、

一
つ
の
理
念

史

と
言

え

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ポ

ー

コ
ッ
ク

が

ハ
リ

ン
ト

ン
を

「
決
定
的

な

人
物

」
と

し

て

評
価

す

る

の
は
、
彼

が

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム

の
思
想

を

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

に
お

け

る
政

治

的

社

会

的

認
識

と
統

合

し
、

マ
キ

ア

ヴ

エ
ッ
リ

に
お
け

る
武
力

に
関

す

る
理
論

を
自

由
土

地
保

有

の
重
要

性

(
6
)

に
対

す

る

コ
モ

ン

ロ
ー
的

理
解

と
統

合

す
る

こ
と

に
成
功

し

た
」

か
ら

で
あ

っ
た
。
し

か

し

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ピ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

」

の
イ

ン
グ



ラ

ン
ド
化

と

い
う

視

点

は
、

『
オ

シ

ア
ナ
共

和

国
』

の
解

釈

を

通

じ

て

ポ

ー

コ
ッ
ク
が
読

み
取

っ
た

ハ
リ

ン
ト

ン
の
視
点

と

い
う

よ
り

は
、

む

し
ろ
ポ

ー

コ
ッ
ク
本
人

が
独

自

に
設
定

し

た
視
点

で
あ

る
。

ハ
リ

ン
ト

ン

の
議

論
が

特
定

の
社

会

と
時
代

を
背

景

と
し

つ
つ
、

具
体

的

な
意
図

や
意
味

を
持

っ
て
な

さ
れ

て

い
る

こ
と
を
忘

れ

て
は

な
ら

な

い
。
福

田

氏

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
が

何
を

課
題

と

し
、
ど

の
よ
う

な
言
葉

を
用

い
て
、

ど

の
よ
う

に
解
決

し

よ
う

と
努

力

し

た

か
と

い
う
彼

の
精
神

活

動

そ

の

も

の
を

そ

の
著
作

に
お

い
て
分
析

す

る

こ
と

で
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
政

治

思

想
を

抽
象

的

な
理
念

史

の

一
構

成
要

素

と
し

て

で
は
な

く
、

一
七

世

紀

に
お
け

る
具
体

的

で
固
有

な
思

想
的

意
義

を
新

た

に
提

示
し

た

と

い

え
よ
う

。

以
上

の
よ
う

な
全
般

的

評
価

に
加

え

て
、

本
書

の
解

釈

に
含

ま

れ
る

難

点

と
思

わ
れ

る
点

を

一
つ
だ

け
指
摘

し

て

お
き
た

い
。

そ
れ

は
内

乱

期

の
混

合
政

体

に
関

す
る
議

論

と
し

て

フ

ォ
ー

テ

ス
キ

ュ
ー
的
議

論

と

ポ

リ
ビ

オ

ス
的
議

論

に
分

け

て
論

じ

る

こ
と

の
是
非

で
あ

る
。

こ

れ
は

ハ
リ

ン
ト

ン

の
議

論

に

お
け
る

〈
近
代

の
叡

智
〉

〈
古

代

の
叡
智

〉
の
分

類

に
対

応

さ
せ

た
型

で
あ

る
が
、

ハ
リ

ン
ト

ン
自

身

の
認

識

は
さ

て
お

き
、
我

々
が
内
乱

前
後

の
政

治
議

論

を
分
類

す

る

に
は
形
式

的

に
過
ぎ

る
憾
み
が
あ
る
。
大
澤
麦
氏
が
本
書
の
書
評
に
お
い
て

「本
書
の
文
脈

設
定
と
分
析
枠
が
元
々
八
リ
ン
ト
ン
の
視
点
か
ら
演
繹
さ
れ
た
」
も
の

(7
)

で
あ

り
、

「彼

の
た
め

に
あ

つ
ら

わ

れ
た
舞

台
」
と
評

し
た

の
も
、

こ
の

(8
)

点

を
意

識

し
た
も

の
と
推
察

さ

れ
る
。

福

田
氏

が
ポ

リ
ビ

オ

ス
的

混
合

政
体

論

の
嚆
矢

と
し

て
評
価

す

る

『回

答
』
に

つ
い
て
、
た

と
え
ば

ウ

ェ

ス
ト

ン
が

イ

ン
グ

ラ

ン
ド
政

体

に
関

す

る
古

典

的
理
論

と
み
な

し
、
従

(9

)

来

の
立

憲
主
義

的

議
論

の
延

長

と
特
徴

づ

け

て

い
る
よ
う

に
、

『
回
答

』

の
性
格

に

つ
い
て

の
判

断

は
論
者

に
お

い
て
ま

ち

ま
ち

で
あ

る
。

一
七

世

紀

に

お
け
る
混

合
政

体

に
関

す

る
議

論

に
お

い
て
は
、
実

際

の
と

こ

ろ
、
国

王
大

権

と
臣

民

の
自

由

に
関

す

る
議

論

と
、

混
合

政
体

に
お
け

る
各
構

成
要

素

の
均
衡

を

め
ざ

す
議
論

と
が
錯
綜

し

て

い
た

の
で

は
な

い
か
。

た

と
え
ば

、
福

田
氏

は

ジ

ョ
ン

こ
・、
ル
ト

ン

の

『
イ

ン
グ

ラ

ン

ド
宗
教

改
革

論
』

二

六

四

一
年

)
に
お

け
る
主

張

を

「
イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の
政

体

と
関

連

づ
け

て
ポ

リ
ビ

オ

ス

を
言

及

し

た

最
初

の
人

物

」

(
p'

2
3

)

と
し

て
評
価

す

る
が
、

同
書

の
中

で
ミ

ル
ト

ン
は

「
君
主

政

と
は

臣

民

の
自
由

と
国

王
大

権

の

二

つ
の
部
分

か
ら

構
成

さ

れ
る
」

と
明

言

し

て

い
る
。

む

し
ろ
、

一
七
世
紀

に
お

け
る
混

合
政

体
論

の
主

な
相
違

は
、
鈴

木
朝

生
氏

が
指

摘

す

る
よ
う

に
内

乱
以

前

の

〈
国

王
〉
・
〈
貴

族

政

〉
・
〈
民

主
政
〉

の
三
要
素

か
ら
構

成

さ
れ

る
伝
統

的

な
混
合

君
主

政



に
関

す

る
議
論

と
、

共

和
政

ロ
ー

マ
に
忠

実

な

ハ
リ

ン
ト

ン

の

〈
民
衆

(10

)

政
体
〉
の
議
論
の
間
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
福
田
氏
の
場
合
、
前
者

の
議
論
を
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の

〈民
衆

政
体
〉
概
念
が
持
つ
画
期
性
を
過
小
評
価
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

(
11
)

な

い

。

・
王

、
噂
'

(2
)
田
中
秀
夫

『共
和
主
義

と
啓
蒙
ー
思
想
史

の
視
野
か
ら
ー
』
(
ミ
ネ

ル

ヴ

ァ
書
房
、

一
九
九

八
年
)
三
七
ー
四
〇
頁
。

を

「
は
ぐ
れ
者

の
共
和
主
義
者
」
と
評
す
る
。

佐

々
木
武
訳

「
ハ
リ

ン
ト

ン
の
挑
戦
あ
る
い
は
福
田
有
広

の
挑
戦
」
『政
治
思
想
学
会
会

報
』
第
九
号

(政
治
思
想
学
会
、

一
九
九
九
年
)
三
-

四
頁
。

(
7
)
大
澤
麦

(聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所

(
8
)
同
時
代
の
思
想
家

に
対
す
る
福
田
氏
自
身

に
よ
る
解
釈
と

ハ
リ

ン
ト

ン
に
よ
る
解

釈

の
不
分
明
性
は
ホ

ッ
ブ
ズ
解
釈

に
お
い
て
も

み
ら
れ
る
。

バ
ー
ジ

ェ
ス
は

「
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

の
部
分
が
本
書
の

一
番
弱

い
所

で
あ

る
」

と
指
摘
し
、

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

の
説
明
と
福
田
氏
自
身

の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
を
分
け

て
論
じ
る

こ
と

の
必
要
性
を
強

調
す
る
。

二
頁

。

(5
)
バ
ー
ジ

ェ
ス
に
よ
る
本
著
作

に
関

す
る
最
新

の
書
評

は
、

ハ
リ

ン
ト

ン
の
政
治
思
想
を
古
典

共
和

主
義

と
の
関
連

で
問
題

に
す

る
従
来

の
解
釈

の
上

に
立

っ
て
い
る
。
こ
の
中

で
バ
ー
ジ

ェ
ス
は
「
い
か
な
る
意
味

で
、
オ

シ
ア
ナ
共
和
国

の
国
民
は
…
共
和

国
の
公
共
心
を
も

ち
力
量
あ

る
個
人

で

あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

ス
コ
ッ
ト
以
来
の
問

い
を
発
し
、

ハ
リ
ン
ト

ン

(10
)
鈴
木
朝
生

「〈
オ

シ
ア
ナ
の

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
〉
に
お
け
る

〈
共
和
政

体
〉
論

(
一
)
ー

ハ
リ
ン
ト
ン
と
共
和
主
義

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
ー
」

『東
京

都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第

三
八
巻
第

一
号

(東
京
都
立
大
学
、

一
九
九
七

年
)
参
照
。

(11
)
な
お
、
本
書

「補
遺
A
」
の

「
ホ
ッ
ブ
ズ
と

ハ
リ

ン
ト

ン
の
宗
教
と
主

権
」

に
お
い
て
、
福
田
氏
は
ホ

ッ
ブ
ズ
が
宗
教
的
寛
容

を

認
め
て
い
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
宗
教
的
寛
容

と
は
、
あ
く
ま
で
も
主
権
者

と
国
民
と
の
関
係

に
お
け
る
議
論

で
あ
り
、
国

民
間

に
お
け
る
原
理
的
な
宗
教
的
寛
容

と
は
異
な
る
。
同
時
代

の
原
理
的

な
宗
教
的
寛
容

に

つ
い
て
は
拙
稿

「
ミ

ル
ト
ン
に
お
け
る

〈
政
治
〉
と

く宗

[Sovereignty 
and  Sw

ord

N
ew

sletter 
vol.7-4, 

1998), p.43.

Pocock. 
J. G

. A
, M

achiavellian 
M

om
ent 

(Prinston, 
1975) ,

p.361.
B

ur-

gess

W
eston. 

C
. 

C
, B

eginnings 
of 

the 
C

lassical 
theory 

of 
the

Scott. 
J, "T

he 
R

apture 
of M

otion 
: Jam

es 
H

arrington's

R
epublicanism

", 
in Phillipson. 

N
. and Skinner. 

Q
, eds., Politi-

cal 
D

iscourse 
in E

arly 
M

odern 
B

ritain 
(C

am
bridge, 

1993) , p. 

151.

E
nglish 

C
onstituion, 

Proceedings 
of 

the A
m

erican 
Philosophi-

cal 
Society. V

ol.100. no.2 
(1956), pp.133-144.

W
ootton. 

D
, 

"T
he 

R
epublican 

T
radition 

: 
From

 
C

om
-

m
onw

ealth 
to 

C
om

m
on 

Sense", 
R

epublicanism
, 

L
iberty, and 

C
om

m
ercial 

Society 1649-1776 
(Stanford, 

1994), p.14.

(toleration)



教
>
1
『
ア

レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
の
考
察
を
通
じ
て
ー
」

『法
政
研
究
』
第

四

一
巻

一
号

(九
州
大
学
、

一
九
九
九
年
)
参
照
。

ま
た
、
ホ

ッ
ブ
ズ

が
主
権
者

に
よ
る
宗
教
的
寛
容

を
認

め
て
い
た
と
い

う
点
を
否
定
す
る
研
究
と
し
て
鈴
木
氏
の
次

の
著
書
を
参

照
。

た
だ
し
鈴

木
氏

は
こ
の
場
合

の
宗
教
的
寛
容

と
は

〈複
数
教
会
制
〉
を
認
め
る
こ
と
に

あ
る
と
考
え
て

い
る
。
鈴
木
朝
生

『主
権

・
神
権

・
自
由
ー

ホ
ッ
ブ
ズ
政
治

思
想

と
17
世
紀

イ
ン
グ
ラ

ン
ド
ー
』
(木
鐸
社
、

一
九
九
四
年
)
二
〇
九
ー
二

一
三

頁
。


